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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
「
ふ
る
い
下
米
」
販
売
に
対
す
る
日
本
農
林
規
格
法
の
表
示
義
務
化
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ふ
る
い
下
米
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
が
生
産
量
を
把
握
し
て
い
る
ふ
る
い
目
幅

一
・
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
に
よ
り
選
別
さ
れ
た
米
穀
の
う
ち
、
生
産
者
が
出
荷
す
る
際
に
全
国
で
最
も
多
く
使
用
さ

れ
て
い
る
ふ
る
い
目
幅
一
・
八
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
に
よ
り
選
別
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
生
産
量
は
、
作
柄
等
に
よ

り
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
毎
年
、
三
十
万
か
ら
四
十
万
ト
ン
程
度
と
推
計
し
て
い
る
。
こ
の
米
穀
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及

び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
食
糧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
米
穀
の
需
給
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項
等
に
お
い
て
、
主
食
用
米
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
義
務
化
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
精
米
等
に
関
す
る
表
示
の
実
態
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
消
費
者
等
の
意

見
を
幅
広
く
聴
く
こ
と
と
し
た
い
。

三
に
つ
い
て

一



米
穀
の
価
格
は
、
米
穀
の
品
質
の
ほ
か
、
需
給
動
向
、
経
済
情
勢
等
に
よ
る
様
々
な
影
響
を
受
け
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
ふ
る
い
目
幅
一
・
八
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
に
よ
り
選
別
さ
れ
な
か
っ
た
米
穀
で
あ
っ
て
も
、
ふ
る
い
目
幅
一

・
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ふ
る
い
に
よ
り
選
別
さ
れ
た
米
穀
は
、
食
糧
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
米
穀
の
需
給
の

見
通
し
に
関
す
る
事
項
等
に
お
い
て
、
主
食
用
米
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

お
い
て
は
、
食
用
又
は
非
食
用
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
米
穀
を
、
同
法
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
取
引

等
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
の
義
務
の
対
象
と
し
、
こ
の
う
ち
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
同
法
第
四
条

及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
産
地
情
報
の
伝
達
の
義
務
の
対
象
と
し
て
い
る
。

二


